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試験操業海域における環境放射線モニタリングの強化について

平成２５年８月１日

福島県災害対策本部

放射線監視室

水 産 課

福島第一原子力発電所において、平成２５年７月２２日に高濃度汚染水が専用港湾へ漏

洩していることが確認されたことに関して、現在、放射性セシウムを対象として実施して

いる既存調査「福島県環境放射線モニタリング（港湾、海面漁場）調査」のうち、試験操

業海域の６地点について、今月分の調査から、海水中の「トリチウム」と「全β放射能」

を追加して行うこととしましたのでお知らせします。

なお、８月分の調査は次のとおり実施し、以降、毎月実施します。

記

１ 調 査 日 いわき地区 平成２５年８月２日（金）

（小名浜港松下地区 ８時３０分出港、１４～１５時帰港）

相馬地区 平成２５年８月６日（火）

（小名浜港松下地区 時間は調整中）

２ 調査地点 いわき地区 いわき市 四倉沖 ０．５ｋｍ

〃 江名沖 ０．５ｋｍ

〃 勿来沖 ０．５ｋｍ

相馬地区 新地町 釣師沖 １．５ｋｍ

相馬市 磯部沖 ０．８ｋｍ

南相馬市 鹿島沖 ０．６ｋｍ

３ 調査内容 （１）水産試験場（調査指導船「拓水」）が、現在実施している海水（表

層、水深７ｍ層の２検体）の採取において、ガンマ線放出核種測

定用の検体量（約２リットル）に、追加項目測定用の約５リット

ルを加え、合計７リットルを採取する。

（２）原子力センターが、次の項目を分析する。（結果は順次公表）

①ガンマ線放出核種（ｾｼｳﾑ137等） ※従来からの項目

②トリチウム ※今月からの追加項目

③全β放射能 ※今月からの追加項目

（裏面へ）
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４ 取材について

(1) 天候等により日程、時間が変更となる場合があります。

(2) いわき地区の実施日（８月２日予定）に限り、小名浜港（松下地区）におい

て取材は可能ですが、停泊中の作業状況及び出港・帰港の状況となります。

ぶら下がり取材、乗船・同行による取材はできません。

【参考】既存調査「環境放射線モニタリング（港湾、海面漁場）調査」

県災害対策本部（原子力班、水産課、港湾課）が、総合モニタリング計画に基づ

き、本県沿岸の海水と海底土壌を対象に、放射性ヨウ素と放射性セシウム濃度の調

査を、平成２３年５月から毎月実施。

現在の調査地点数は次のとおり。

海水 ３４地点・・・・重要港湾(３地点)、漁港(１０地点)、

磯根漁場(１２地点)、浅海漁場(９地点)

海底土壌 ４２地点・・・・沿岸（３２地点）、沖合（１０地点）



平成２５年８月１日 放射線監視室

試験操業海域モニタリング地点図

釣師沖 １．５km

磯部沖 ０．８km

鹿島沖 ０．６km

勿来沖 ０．５km

江名沖 ０．５km

四倉沖 ０．５km

いわき市

相馬市

南相馬市

新地町

福島第一原発
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